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 用語解説 
あ行 
●一般就労： 

 民間企業などで、労働基準法や最低賃金法に基づく雇用関係により働くこと。 

●医療的ケア児： 

 医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等に長期入院した後、引き続き

人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な

児童のこと。  
か行 
●教育基本法： 

 日本の教育に関する根本的かつ基礎的な法律。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈

の基準となる性格を持つことから「教育憲法」と呼ばれることもある。平成 18年 12月 22

日に公布・施行された現行の教育基本法は、昭和 22 年公布・施行の教育基本法の全部を改

正したものである。現行法のもとで、障がいのある人に対する教育の機会均等について、「国

及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよ

う、教育上必要な支援を講じなければならない」と、新たに規定された。 

●共生社会： 

 これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障がいのある人などが、積

極的に参加、貢献していくことができる社会で、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、

人々の多様なあり方を相互に認め合える全員参加型の社会。 

●権利擁護： 

 生命や財産を守り、権利が侵害された状態から救うというだけではなく、本人の生き方を

尊重し、本人が自分の人生を歩めるようにするという本人の自己実現に向けた取り組みのこ

と。 

●合理的配慮： 

 障害者権利条約で定義された新たな概念。障がいのある人の人権と基本的自由および実質

的な機会の平等が、障がいのない人々と同様に保障されるために行われる「必要かつ適当な

変更および調整」であり、障がいのある人の個別・具体的なニーズに配慮するためのもの。 

また、変更および調整を行う者に対して「均衡を失した、または過度の負担」を課すもので

はないが、障がいのある人が必要とする合理的配慮を提供しないことは差別とされる。   



さ行 
●災害時情報配信サービス（V-net）： 

 大雨や台風、地震などによる災害発生の恐れがある場合に、被害を未然に防ぐため、いち

早く避難できるよう、太宰府市から市民へ直接電話・ファックス・メールにより情報を配信

するサービス。 

●災害対策基本法： 

 国土ならびに国民の生命、身体および財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地

方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にする

とともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧および防災に関する財政金

融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整

備および推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とす

る法律。 

●児童発達支援センター： 

 児童福祉施設として定義されるもので、地域の障がい者やその家族への相談、障がい児を

預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設として位置づ

けられる施設。 

●児童福祉法： 

 児童の福祉を担当する公的機関の組織や各種施設および事業に関する基本原則を定める法

律で、その時々の社会のニーズに合わせて改正を繰り返しながらも、現在まで児童福祉の基

盤として位置づけられている法律。 

●社会的障壁： 

 障がいのある人を暮らしにくく、生きにくくする社会にあるもの全部で、次のようなもの。

事柄（早口でわかりにくく、あいまいな案内や説明など）、物（段差、難しい言葉、手話通訳

のない講演、字幕のないテレビ番組、音のならない信号など）、制度（納得していないのに入

院させられる、医療費が高くて必要な医療が受けられない、近所の友だちと一緒の学校に行

くことが認められないことがあることなど）、習慣（障がいのある人が結婚式や葬式に呼ばれ

ないこと、障がいのある人が子ども扱いされることなど）、考え方（障がいのある人は施設や

病院で暮らしたほうが幸せだ、障がいのある人は施設や病院に閉じ込めるべきだ、障がいの

ある人は結婚や子育てができないなど）。 

●社会モデル： 

 障がいのある人が味わう社会的不利は社会の問題だとする考え方。社会モデルでの障がい

のある人とは、社会の障壁によって能力を発揮する機会を奪われた人々と考える。医学モデ

ルが身体能力に着目するのに対し、社会モデルでは、社会の障壁に着目し、例えば、電車に

乗れないという「障がい」を生んでいるのは、エレベーターが設置されていないなどの社会

の環境に問題があるという考え方。  



●手話通訳者： 

 聴覚に障がいのない人の音声を手話に置き換え、聴覚に障がいのある人の手話を音声に置

き換えることで、コミュニケーションの仲介・伝達などを行う人。 

●障害者基本計画： 

 障害者基本法第 11 条第１項に基づき、国が障がいのある人の自立および社会参加の支援

などのための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定するもので、国が講じる障が

いのある人のための施策の最も基本的な計画として位置づけられている。 

●障害者基本法： 

 障がいのある人の自立と社会参加支援などのための施策の基本となる事項などが定められ

ており、障がいのある人の福祉の増進を目的とした法律。障がいのある人の個人の尊厳が重

んじられること、あらゆる分野の活動への参加機会が与えられること、障がいのある人に対

して障がいを理由として差別その他の権利利益を侵害する行為をしてはならないことを基本

的理念とし、都道府県や市町村に障がいのある人のための基本的な施策を推進するための計

画（障害者計画）の策定を義務づけている。 

●障害者虐待防止センター： 

 障害者虐待防止法では、虐待を受けている可能性がある障がいのある人を発見した場合の

市町村などへの通報義務が規定され、これに伴い、同通報の窓口となるとともに、障がいの

ある人への虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障がいのある人の迅速かつ適切な保護など

を目的に設置された機関。 

●障害者虐待防止法： 

 障がいのある人の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止すると

ともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障がいのある人を現に養護する人（擁護

者）に対して支援措置を講じることを定めた法律。正式名称は「障害者虐待の防止、障害者

の養護者に対する支援等に関する法律」。 

●障害者雇用促進法： 

 身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人を一定割合以上雇用する

ことを義務づけた法律。障がいのある人の雇用機会を広げ、障がいのある人が自立できる社

会を築くことを目的とする。職業リハビリテーションや在宅就業の支援など障がいのある人

の雇用の促進について定めている。正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」。 

●障害者差別解消法： 

 国連の障害者権利条約の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、すべての国民が、

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生

する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としている法

律。正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。 

  



●障害者文化芸術推進法： 

 障がいのある人による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文

化芸術活動を通じて障がいのある人の個性と能力の発揮及び社会参加を促進することを定め

た法律。正式名称は「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」。 

●情報アクセシビリティ： 

 アクセシビリティ（Accessibility）は「利用のしやすさ」のことで、高齢者、障がい者をは

じめ、あらゆるユーザーがパソコンや Web ページなどの情報資源を不自由なく利用できる

「ユニバーサルデザイン」の考え方。利用者の満足度を高めること（ユーザービリティ）や、

目的地や情報へのアクセスを妨げる障害を取り除くこと（バリアフリー）と異なり、高齢者

や障がい者などの利用者の「使いやすさ」を最優先としている。 

●障害者自立支援法： 

 障がいのある人が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、平成 18

年 4月に施行された法律で、それまで身体障がい、知的障がい、精神障がいのある人それぞ

れに提供されていた福祉サービスを一元化し、また、保護から自立に向けた支援をすること

などが規定された。後に障害者総合支援法に改正された。 

●障害者総合支援法： 

 障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障が

い福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障がいのある人の福祉の増進を図る

とともに、障がいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすこと

のできる地域社会の実現に寄与することを目的とする法律。正式名称は「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律」。旧法律名は障害者自立支援法。 

●障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）： 

 障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを

目的として、障害者の権利を実現するための措置等について規定しており、障害者に関する

初めての国際条約。内容は、条約の原則（無差別、平等、社会への包容等）、政治的権利、教

育・健康・労働・雇用に関する権利、社会的な保障、文化的な生活・スポーツへの参加、国際

協力、締約国による報告等、幅広いものとなっている。2006年 12月に国連総会で採択さ

れた。 

●障害者優先調達推進法： 

 障害者就労施設で就労する障がいのある人や在宅で就業する障がいのある人の経済面の自

立をすすめるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調

達する際、障害者就労施設などから優先的・積極的に購入することを推進するために制定さ

れた法律。正式名称は「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する

法律」。  



●障がい福祉サービス： 

 障がいのある人の個々の障がいの程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住などの

状況）を踏まえ、個別に支給決定が行われる障害者総合支援法で規定するサービス。介護の

支援を受ける場合は「介護給付」、訓練などの支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけ

られる。 

●自立支援医療： 

 心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費

負担医療制度で、障害者総合支援法で規定される。 

●身体障害者手帳： 

 身体障がいのある人が身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に交

付されるもの。身体障害者手帳の等級は重度から１級～６級に区分されているが、さらに障

がいにより視覚、聴覚、音声・言語、肢体不自由、内部（呼吸器や心臓、じん臓、ぼうこうま

たは直腸、小腸、免疫機能、肝臓）などに分けられる。 

●精神障害者保健福祉手帳： 

 精神障がいのある人の自立と社会参加の促進を図ることを目的とし交付される手帳。障が

いの程度により、重度から１級、２級、３級とされている。市町村が窓口であり、２年ごとに

精神障がいの状態について都道府県知事の認可を受けなければならない。 

●成年後見制度： 

 知的障がい、精神障がい、認知症などにより、判断能力が不十分な成年者を保護するため

の制度。具体的には、判断能力が不十分な人について契約の締結などを代わりに行う代理人

などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを取り消すこと

ができるようにするなど、これらの人を不利益から守る制度。  
た行 
●地域活動支援センター： 

 障害者総合支援法に基づく、障がいのある人が通い、地域の実情に応じて、創作的活動ま

たは生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などの機会を提供するなど、障がいのある

人の日中の活動をサポートする場。 

●地域包括ケアシステム： 

 高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自

分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、また、重度な要介護状態となっ

ても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の

包括的な支援・サービス提供体制として、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいが一体的

に提供されるケアシステム。  



●通級指導教室： 

 発達障がい等がある児童生徒を対象に、一人ひとりの児童生徒に応じた特別な指導を行う

教室。各教科の指導は主として通常の学級で受け、一定の時間を通級指導教室に通う。 

●特別支援学級： 

 障がいがあることにより、通常の学級における指導だけではその能力を十分に伸ばすこと

が困難な子どもたちについて、一人ひとりの障がいの種類や程度などに応じ、特別な配慮の

下に、適切な教育が行われている小学校、中学校の学級。 

●特別支援学校： 

 障がいがあることにより、通常の学級における指導だけではその能力を十分に伸ばすこと

が困難な子どもたちについて、一人ひとりの障がいの種類や程度などに応じ、特別な配慮の

下に、適切な教育が行われている学校。 

●特別支援教育： 

 障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けて、生活や学習上の困難を改善または克服

するため、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うという考え方に基づく教育。  
な行 
●難病： 

 「難病の患者に対する医療等に関する法律」により、発病の機構が明らかでなく、かつ、治

療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療

養を必要とすることとなるものをいう。例えば、パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症（ALS）

などが難病に該当する。 

●日常生活自立支援事業： 

 認知症の高齢者、知的障がいのある人、精神障がいのある人などで、判断能力が不十分な

ため、日常生活に困っている人が安心して自立した地域生活が送れるよう、相談、福祉サー

ビスの利用援助および日常的な金銭管理などを行う事業で、社会福祉協議会が実施している。

契約締結後、生活支援員が生活支援計画に基づき、定期的な支援を行う。 

●日常生活用具： 

 障がいのある人などが安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。障が

いのある人などの日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると

認められる用具。 

  



●Net119緊急通報システム： 

 音声による 119 番通報が困難な聴覚・言語機能障がいのある人が円滑に消防への通報を

行えるようにするシステム。スマートフォンなどから通報用Webサイトにアクセスして、消

防本部が消防隊や救急隊をどこに出動させるべきかを判断するために必要な「救急」「火事」

の別と、通報者の位置情報を入力すれば、即座に消防本部に通報が繋がり、その後にテキス

トチャットで詳細を確認する仕組みとなっている。 

 

は行 
●発達障がい： 

 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい（LD）、注意欠陥多動

性障がい（ADHD）その他これに類する脳機能障がいであって、その症状が通常低年齢にお

いて発現するもの。 

●発達障害者支援法： 

 長年にわたって福祉の谷間で取り残されていた発達障がいのある人の定義と社会福祉の制

度における位置づけを確立し、発達障がいのある人の福祉援助に道を開くため、発達障がい

の早期発見、発達支援を行うことに関する国および地方公共団体の責務、発達障がいのある

人の自立および社会参加に資する支援を初めて明文化した法律。 

●バリアフリー： 

 障がいのある人や高齢者等の社会的弱者が社会生活をしていく上で、障壁（バリア）とな

るものを除去するという意味。段差などの物理的障壁の除去をいうことが多いが、障がいの

ある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意

味でも用いられる。  

●バリアフリー法： 

 高齢者や障がいのある人の自立した日常生活および社会生活を確保することの重要性にか

んがみ、公共交通機関の旅客施設および車両など、道路、路外駐車場、公園施設ならびに建

築物の構造および設備を改善するための措置その他の措置を講じることにより、高齢者や障

がいのある人などの移動上および施設の利用上の利便性や安全性の向上の促進を図り、もっ

て公共の福祉の増進に資することを目的とした法律。正式名称は「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律」。 

●ピアサポート： 

 障がいや疾患、悩みなど同じような共通項と対等性をもつ人同士（ピア）の支え合いを表

す言葉。 

●避難行動要支援者： 

 高齢者、障がいのある人、乳幼児などの防災施策において特に配慮を要する人（要配慮者）

のうち、災害発生時の避難などに特に支援を要する人。 



●福祉的就労： 

 企業などに就職することが困難な障がいのある人が、障がいのある人を支援する施設や事

業所などにおいて生産活動を行うこと。 

●ペアレントトレーニング： 

 保護者が子どもの行動を観察して特徴を理解したり、発達障がいの特性をふまえたほめ方

やしかり方等を学び、具体的にどのような対応ができるかを学習していくためのプログラム。 

●ペアレントプログラム： 

 育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、地域の支援者

（保育士、保健師、福祉事業所の職員等）が効果的に支援できるよう設定された、グループ・

プログラム。 

●ペアレントメンター： 

 発達障がいのある子どもを育てた経験があり、発達障がいのある子どもを育てる保護者を

対象に相談支援等を行う人のこと。自治体等の養成研修を経て活動し、同じ親の立場から悩

みや不安に寄り添い、グループ相談や情報提供等を行う。 

●補装具： 

 身体障がいのある人などが装着することにより、失われた身体の一部、あるいは機能を補

完するものの総称。具体的には、義肢（義手・義足）・装具・車椅子が有名。肢装具・杖・義

眼・補聴器も補装具にあたる。  
や行 
●ユニバーサルデザイン： 

 バリアフリーが、障がいによりもたらされるバリア（障壁）に対処するとの考え方である

のに対し、ユニバーサルデザインはあらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、文化・国籍・言

語にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう、都市や生活環境、施設設備や製品などをデ

ザインする考え方。 

●要約筆記者： 

 主に手話を知らない中途失聴者や難聴者に対して、話している言葉を「速く、正しく、読

みやすく」要点をまとめて文章にし、情報伝達のサポートをする人。   



ら行 
●療育： 

 障がいのある子どもに対して、子どもの成長や自立支援のために行う医療、治療、育成、

保育、教育などを組織的に行うこと。 

●療育手帳：  

 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された人に対して交付

される手帳。交付により知的障がいのある人に対する一貫した指導、相談を行うとともに各

種の援護措置を受けやすくすることを目的としている。障がいの程度は、Ａ判定が重度、Ｂ

判定が中度・軽度となっている。 

  


